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用語 

 この基準に用いる法令等の略称は、次に掲げるとおりとする。 

１ 法 消防法をいう。 

２ 令 消防法施行令をいう。 

３ 規則 消防法施行規則をいう。 

４ 条例 金沢市火災予防条例をいう。 

５ 建基法 建築基準法をいう。 

６ 建基令 建築基準法施行令をいう。 

７ 電設基準 電気設備に関する基準を定める省令をいう。 

８ ＪＩＳ 産業標準化法第 20条第１項の規定による日本産業規格をいう。 

９ 検定協会 日本検定協会をいう。 

10 安全センター 一般財団法人日本消防設備安全センターをいう。 

11 防災センター等 消防法施行規則第 12 条第１項第８号に規定する防災センターをいう。 

12 耐火構造 建築基準法第２条第７号に規定するものをいう。 

13 準耐火構造 建築基準法第２条第７号の２に規定するものをいう。 

14 防火構造 建築基準法第２条第８号に規定するものをいう。 

15 不燃材料 建築基準法第２条第９号に規定するものをいう。 

16 準不燃材料 建築基準法施行令第１条第５号に規定するものをいう。 

17 難燃材料 建築基準法施行令第１条第６号に規定するものをいう。 

18 防火設備 建築基準法第２条第９号の２ロに規定するものをいう。 

19 特定防火設備 建築基準法施行令第１１２条第１項に規定するものをいう。 

20 防火戸 建築基準法第２条第９号の２ロに規定するものをいう。 

 

 

 凡例 

 この基準の条項末尾の記号は、次に掲げるとおりとする。 

無印 ： 法令基準 

☆  ： 法令基準+指導基準 

◇  ： 指導基準 

 


